
＜圧苓史探究⑮＞律令体制＠）教科書：P.39~ P.40
問(1)二官は行政全鐙炉司~(A)宮、祭証逹司~(B)官ヵもなる。 (A)官の
最嵩資任者であ~(c)は逢任者がな巾ぼ‘ぁ‘力れな力訂も。

A= [ ] B= [ ] C= [ 
問(2)天皇の側近で言謬の作成なとを司奇省は？ [ 
問(3) 国家の仏事・外交を司忍釦裁判を扱某省臼［ ］知［
問(4-)誼の人事・学咬如を司る省は？ [ 
郡5)戸海・租税を司り、国家財政を担う省は？ [ 

鄭6)出訥酬面を司甜釦軍事を司奇省は？ [ ］省＆ [ 
問(7)宮中の一般庶務を蒻省は？ [ 

回地方の行即区画
①全国は(1. )・ (2. )の行政区に分け年、その下に (3. )・

（ん． ）・(S: )疇知、 (6. )・（7. ).ｷ (8. )がお力砥。
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双か③にla:者胤と塁嘔 3つの胴所が置ヵ‘れてい~!
①飽箭回 (21. )胴／®羹薫固．（:n. ）間／⑨西輝 (23, )関

ご： ↓辻餃」心（％． ) く悪如＞／酷（笠が所昼）
(3. （ク ) (5. ) 「左右（氾． ) 
• (6. )は • 7はも
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瓢）律令体制において全国 1さと。ょうに分1函炉 (A. )・ (B. ) 
犀）下の商易地回の（ア）へ（ン）に入る語I紆

[AL二 [B]門王訃 ;=1 ]霜 ］］か［ ] 
ジloo ケか［ ］追キ＝［ ］道

ケ＝［ ］道サ＝［ ］道コ:.[ ］道サ.:::[ ]道沃［ 樋
問(3)(l)の A·Bの下に C·D·E噸⑮袖。 C=[ ] D二[ ] E二［ ] 
即4)(3)の Dは大宝律令以前は何怠た？ [ ] 
問（5)(3)の C叫 Dは、それ和 (F) ・ (G) ・ (H)が管理し、（C）の役所を (1) 、

(D)の侵所を (I) という。また、 (G) はもとの (k)が任命された。
F=[ ]年［］ H==[ J I ::::[ J 
J:: [ ] k= [ 1 

田律令官制の鴫女
しとう力‘んせい

①四等官制各官庁の上級聰冒は（田． ）・ (33. )・（袖． ）・
しとつよと

(3S'. )の四等呂で構販｀される。←四宰官の文字は各役所でちがう！

省→ (36. ），国司→（37. ) ~竺丑塑
酬司→ (38. ) 大宰府→（祝 ）・缶．薔．晶
ｮ(40. )与え釦た (4/. )に応じ｀て官職を決定
叡［俊人・官僚］には家柄ゃ能力によ文4lが与えられ恣．I （←窟昇如慮祉）

呼称 位階 太政官・省 衛府 大宰府 回司

貴 公 贔ー位 太政丈臣

届二位 左内右大大臣臣
卿贔三位 胡蟄喜 大将 帥

族
累嚢四位 参諷卿 中将• 大式‘
暴五位 少納言輔 布少門柊菅 少式‘ 守

唸 位階 胡·省 衡府 沼府 国司

官
贔穴位 穀承 兵衛佐 監 介
贔t俯晶録 蔚 典 接

人 嚢 l＼位 志 目

参極 令使
各位（c正従、四位以下には和翌辻•下
に分対忠。（例：正l\1tr..t)→計30階

③青族の特権←特に (42. )位以上の詈族には紀の特惟

• (43. ) : (#. 准以ヒの子＆ （伶． ）他以上の孫には、（46. ）歳になると
自動的に一定の位階が与え臼蕊（父・・正孔太政大臣→子：縣虹）

・経済的特罹：圭苔（位封．藤争）•田（位苗爾扁＝租を免町・紺届（春•秋）なと
—謬忍1曰＝和~) 叡（使用人） L鍬•布袋畷給
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